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分

応札・応
募者数

国立吉備青少年自然の家
オイルタンク等改修工事

国立吉備
青少年自
然の家

R4.8.5 ～ R4.11.30 建設工事

契約責任者
理事長　古川　和
代理人　理事　横井　理夫
名称
国立青少年教育振興機構
所在地
東京都渋谷区代々木神園町３番１号

R4.8.4
岡山県岡山市南区千鳥町２６－１４
建水工業株式会社
代表取締役　江田　忍

一般競争入札を実施したが、不調に
終わったため、応札業者と協議を行っ
た結果、予定価格の範囲内に達したこ
とから、契約事務取扱規則第30条第1
項第5号により随意契約を締結した。

同種の契約の予
定価格を類推さ
れるおそれがあ
るため、公表して
いない。

11,550,000 - - - - -
随意契約
（不落）

国立中央青少年交流の家
非常用発電設備改修工事

国立中央
青少年交
流の家

R4.8.6 ～ R5.3.31 建設工事

契約責任者
理事長　古川　和
代理人　理事　横井　理夫
名称
国立青少年教育振興機構
所在地
東京都渋谷区代々木神園町３番１号

R4.8.5

福岡県福岡市南区那の川一丁目23番35号
株式会社九電工
代表取締役社長　佐藤　尚文
代理人
東京都豊島区東池袋三丁目１番１号
株式会社九電工　東京本社
代表取締役副社長執行役員　東京本社代表　武
井　秀樹

一般競争入札を実施したが、不調に
終わり、その後の応札業者との協議で
も予定価格の範囲内の価格提示を受
けることができなかったため、新たに対
応可能な業者と協議を行った結果、予
定価格の範囲内に達したことから、契
約事務取扱規則第30条第1項第5号に
より随意契約を締結した。

同種の契約の予
定価格を類推さ
れるおそれがあ
るため、公表して
いない。

55,550,000 - - - - -
随意契約
（不落）

国立淡路青少年交流の家
自動火災報知設備改修工事

国立淡路
青少年交
流の家

R4.8.6 ～ R5.3.31 建設工事

契約責任者
理事長　古川　和
代理人　理事　横井　理夫
名称
国立青少年教育振興機構
所在地
東京都渋谷区代々木神園町３番１号

R4.8.5
兵庫県洲本市宇山3丁目4番12号
株式会社国益電業社
代表取締役　向山　和義

一般競争入札を実施したが、不調に
終わったため、応札業者と協議を行っ
た結果、予定価格の範囲内に達したこ
とから、契約事務取扱規則第30条第1
項第5号により随意契約を締結した。

同種の契約の予
定価格を類推さ
れるおそれがあ
るため、公表して
いない。

24,420,000 - - - - -
随意契約
（不落）

国立オリンピック記念青少年総合センター
センター棟改修電気設備工事

国立ｵﾘﾝ
ﾋﾟｯｸ記念青
少年総合ｾ
ﾝﾀｰ

R4.8.11 ～ R5.3.31 建設工事

契約責任者
理事長　古川　和
代理人　理事　横井　理夫
名称
国立青少年教育振興機構
所在地
東京都渋谷区代々木神園町３番１号

R4.8.10
東京都葛飾区奥戸6丁目11番2号
高野電機工業株式会社
代表取締役　高野　大吾

一般競争入札を実施したが応札者無
しであったため、対応可能な業者と協
議を行った結果、予定価格の範囲内
に達したことから、契約事務取扱規則
第30条第1項第5号により随意契約を
締結した。

同種の契約の予
定価格を類推さ
れるおそれがあ
るため、公表して
いない。

146,300,000 - - - - -
随意契約
（不落）

国立曽爾青少年自然の家
オイルタンク等改修工事

国立曽爾
青少年自
然の家

R4.8.23 ～ R4.12.28 建設工事

契約責任者
理事長　古川　和
代理人　理事　横井　理夫
名称
国立青少年教育振興機構
所在地
東京都渋谷区代々木神園町３番１号

R4.8.22
奈良県宇陀市榛原額井1066-4
有限会社東和技研工業
代表取締役　牛本　賢良

一般競争入札を実施したが、不調に
終わったため、応札業者と協議を行っ
た結果、予定価格の範囲内に達したこ
とから、契約事務取扱規則第30条第1
項第5号により随意契約を締結した。

同種の契約の予
定価格を類推さ
れるおそれがあ
るため、公表して
いない。

5,005,000 - - - - -
随意契約
（不落）

国立日高青少年自然の家
給水設備等改修工事

国立日高
青少年自
然の家

R4.9.1 ～ R5.1.20 建設工事

契約責任者
理事長　古川　和
代理人　理事　横井　理夫
名称
国立青少年教育振興機構
所在地
東京都渋谷区代々木神園町３番１号

R4.8.30
北海道苫小牧市字沼ノ端２５８番地１３１
株式会社日栄工業
代表取締役社長　　稲田　純

一般競争入札を実施したが、不調に
終わったため、応札業者と協議を行っ
た結果、予定価格の範囲内に達したこ
とから、契約事務取扱規則第30条第1
項第5号により随意契約を締結した。

同種の契約の予
定価格を類推さ
れるおそれがあ
るため、公表して
いない。

47,080,000 - - - - -
随意契約
（不落）

随意契約によることとした
業務方法書又は会計規程等の

根拠規定及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

契約の公表基準に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事又は物品役務等の名称 場所 期間 契約種別
契約担当者等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を

締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住所

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。


